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１　行政文書開示請求の状況

　①　行政文書開示請求件数

　②　開示請求の受付状況

単位：件　（　）は全体に対する割合

県民情報センターによる受付

電子開示請求による受付

各地域県民センターによる受付

　③　開示請求者の内訳

単位：件　（　）は全体に対する割合

　④　実施機関別の請求状況

単位：件

知事

議会

教育委員会

選挙管理委員会

人事委員会

監査委員

公安委員会

労働委員会

収用委員会

内水面漁場管理委員会

公営企業管理者

　令和5年度山梨県情報公開条例の施行状況について

　山梨県情報公開条例第３７条第２項の規定に基づき、例年、前年度における同条例の施行状況
を公表している。

19 ( 2.1% ) 31 ( 3.2% )

その他による受付 0 ( 0.0% ) 0 ( 0.0% )

内 インターネット（県HP）によ
る受付（H16.4～）

内　547 ( 59.4% ) 内　488 ( 49.8% )

( 14.5% )

R4 増減／（増減率）

合　　計 921 980

実施機関 R5

803 844 ▲ 41 (▲4.9%)

16 20 ▲ 4 (▲20.0%)

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

受付窓口 R5 R4

251 ( 27.3% ) 319 ( 32.6% )

内 オンライン（くらしねっと）に
よる受付（H18.7～）

内　104 ( 11.3% ) 内　142

651 ( 70.7% ) 630 ( 64.3% )

0 3 ▲ 3 皆減

31 60 ▲ 29 (▲48.3%)

16 7 9 (128.6%)

1 10 ▲ 9 (▲90.0%)

2 0 2 皆増

0 0 0 (0.0%)

1 0 1 皆増

1 0 1 皆増

14 5 9 (180.0%)

合計
法人

386 921

区
分 個人 法人

住所又は所在地が県内 住所又は所在地が県外

個人

166 144 225延
べ
数 ( 18.0% ) ( 15.6% ) ( 24.4% ) ( 41.9% )

○ 令和5年度における情報公開条例の施行状況は、次のとおりである。

（令和6年７月８日付け県公報に登載）

行政文書の開示の請求件数は９２１件で、前年度（９８０件（過去最大））に比べ

５９件（６.０%）減少した。

開示請求の受付状況は、以下のとおりである。
このうち電子開示請求の受付件数は、６５１件（全体に対する割合７０.７％）で

あった（令和４年度：６３０件 全体に対する割合６４.３％）。
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警察本部長

県立病院機構

県立大学

住宅供給公社

土地開発公社

道路公社

合　　計

　⑤　開示請求の内容別状況

単位：件　（　）は全体に対する割合
順位 順位

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

２　開示請求に対する処分状況

　①　決定等の内訳
単位：件　（　）は全体に対する割合

○開示請求

○処理状況

・開示決定

全部開示決定

一部開示決定

・不開示決定

・取下げ

　②　不開示理由の内訳
単位：件

275

0

174

1

16

4

341

181

第１号（個人情報）

第１号の２（行政機関等匿名加工情報）

内
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
容

4 1 3 (300.0%)

2 0 2 皆増

29 28 1 (3.6%)

1 2 ▲ 1 (▲50.0%)

921 980 ▲ 59 (▲6.0%)

0 0 0 (0.0%)

0 0 0 (0.0%)

R5 R4

工事・用地関係 433 ( 47.0% ) 工事・用地関係 451 ( 46.0% )

入札・契約関係 72 ( 7.8% ) 入札・契約関係 120 ( 12.2% )

道路関係 31 ( 3.4% ) 衛生関係 43

食品許可関係 28 ( 3.0% ) 財務関係 32 ( 3.3% )

( 4.4% )

医療機関関係 30 ( 3.3% ) 医療機関関係 41 ( 4.2% )

806 (87.5%) 882 (90.0%) ▲ 76

R5 R4 増減

921 (100.0%) 980 (100.0%) ▲ 59

(6.3%) ▲ 1

54 (5.9%) 36 (3.7%) 18

内  185 (20.1%) 内  219 (22.3%) ▲ 34

内  621 (67.4%) 内  663 (67.7%) ▲ 42

第２号（法人情報）

第３号（法令秘情報）

第４号（公共の安全等情報）

第５号（審議検討情報）

第６号（事務事業情報）

その他（不存在等）

61 (6.6%) 62

開示請求の内容別の状況は、以下のとおりである（上位５項目）。

※表中の号番号は、条例第８条の各号を表している。

※事案により複数の不開示理由に該当するものがあるため、合計数は一部開示及び不開

示決定の件数よりも多くなっている。
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３　審査請求の状況

○審査請求件数

（参考） 開示請求等の件数の推移
単位：件

単位：件

○審査請求に対する裁決 1 2

R5 R4 摘要

0 1

R5

請求・申出件数 12,229 701 793 950 980 16,574

全部開示 3,727 162 181 215 219 4,689

921

185

年　　度
S61

～H30
R1 R2 R3 R4 計

663 9,639

不開示 818 38 65 95 62 1,139

一部開示 6,802 444 506 603 621

61

36 1,107

不服申立て
（審査請求）件数

105 0 2 4 1 112

取下げ 882 57 41 37 54

0
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